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架空ケースを使用しての事例検討だったが、個人情報の取り扱いや自分たちだったらどのような対応をし
たのか？と考える機会となった。また個人情報保護法とプライバシー侵害について説明があった。

人

伊那市まちづくりセンター
日　時

・一緒にどうしたらよいかを考えてくれる警察の人もいる。本人を守っていく支援者として、障がいにつ
いての理解やお互いを深く知る機会になればよい。

令和

１　昨年度の活動報告及び今年度の部会活動報告　県自立支援協議会権利擁護部会の内容報告

・今年度は年４回実施予定。事例検討、事例集の積み上げを引き続き行い、研修や他分野（司法・警察）
との意見交換を予定。
・差別解消法が改正された。令和６年４月から事業所も合理的配慮の提供が義務化となるが、情報があれ
ば部会にあげてほしい。
・県の権利擁護部会の目的は障がい者虐待防止及び障がい差別解消に関する各圏域の協議会活動への応援
部会とし、年４回予定。
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意見交換（次回の内容について/警察（司法）との相互理解）
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（記録者）

3.意見交換

９月２０日（水）13：30～　　伊那公民館　研修室
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昨年度の活動報告及び今年度の部会活動報告 

事例検討（グループワーク）

２事例検討

・架空ケース（警察への捜査協力について、支援対象者の個人情報の開示はどこまで？）について検討行
う。
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令和5年度　　上伊那圏域地域自立支援協議会議事録
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第1回　権利擁護部会
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～ 15:00


